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はじめに

家庭裁判所は，家庭や家族に係る紛争や，少年の非行について，そ
｡ ～

の背後にあ.る原因を探りながら， それぞれの事案に応じた適切妥当な

措置を講じ,将来を展望した解決を図るという理念に基づき，昭和2

4年1月1日に創設された。

その基本的役割ば創設から70年余を経ても変わることはないが,

社会状況や価値観の変化の中で，家庭裁判所に求められる具体的な役

割もまた変化してきており,家庭裁判所は， その変化を踏まえつつ，

上記の理念の実現に向けて的確に対応していくことが求められている。

本資料は, そうした家庭裁判所の現状及び課題を．:ンパクトにまと

めたものである。

家庭裁判所は今年で創設70.周年を迎えます。その間の歩みの中で，

裁判所に持ち込まれる事件には常にその時々の社会経済情勢や人々の

家族観・価値観が反映されてきましたが，近時における家族や社会の在

りようの変化にはとりわけ目を見張るものがあり，家事事件は，当事者

間の対立が先鋭化するなどして解決が困難な事案が増えてきてい:ますら

少年事件においても‘調査や処遇判断に困難を覚える事件が少なくあり

ません｡また, こうした変化に伴い，家庭裁判所が社会で果たすべき役

割も，それに応じて大きく変わりつつあります。成年後見制度について

は，成年後見制度利用促進基本計画を受けて，市町村をはじめとする関

係機関との間で連携に向けた協議が進められています。裁判所として

は，引き続き個々の事件処理における運用の改善に向けた努力を尽くし

ていく一方で,計画の目指す地域連携ネッドワーｸの構蘂へ向けて,関
係機関とも協力していかなければなりません。各職種がそれぞれの果た

すべき役割を改めて検討し,関係機関との連携を強化するなどして，家

庭裁判所としての機能を一層充実させていくことが求められます。

(平成31年最高裁判所長官「新年のことば」より）
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第1 家義の事件の概況

1 家事事件等の概況

令和元年の家事事件及び人事訴訟等事件の新受総件数は109万1, 8

⑥3件であり,この10年間で約34%増となっている。このうち家事審

判事件はgO万7, .79g件:(加年間で約43%増) ,､家事調停事件は

1S万6,358件(同約3%減) ‘でjこれらが全体の約96%を占めて
いる。家裁は,これまでも社会経済情勢の変化に対応し，事務処理の態勢

や方式を工夫;改善してきたが,家事事件手続法(以下｢家事法｣という｡）
の趣旨やその背景にある国民の二畠ズを踏差えて,事件の種別を問わず，
更に取組を深化させる必要がある。

(1)ｵ家事審判率件の橿況 ＜ …N
家事審判事件の約98%を占める別表第一審判事件の新受件数につい

ては;増加傾向が続いており,特に成年後見関係事件の増加が著しい｡
他方,別表第二審判事件の新受件数については，近年増加傾向にあっ

たが,平成妬年以降,緩やかな減少傾向にあるももっとも,子の監護
に関する処分事件は，平成25年以降もおおむね増加傾向にある． O

②家事鯛停事件の概況 t

家事調停事件の新受件数は，平成19年から平成24年まではおおむ
． ． ． ． ． ：

ね増加傾向にあったが，平成25年以降，高止まり状態にあり,令和元

年も高水準にある。

側人事露駿事件の概況

i人事訴訟事件の新受件数はj :平成16年4月に家裁へ移管された後，
平成24年に最も多くなったが;平成25年以降は減少傾向iこある6
側子の返還申立蕊件の概況･

子の返還申立事件の新受件数は，平成26年（ただし，施行された聖

月以降)は9件,平成27年は26件,平成28年は25件,平成29.

年は12件,平成SO年は2･7件j'令和元年は1乞件であった。

少年事件の振況
』 , Q ・ ･

少年保護事件の新受人員は,平成14年以降減少しており,令和元年は，

5万6,408人愉年比約13%減610年間で約63%減)ﾇとなって
いる。この減少傾向は, :少単人口の減少が-つの要因と考えられるが，新
受人員は,少年人口の減少割合以上に減少しているか

事件種別で見ると,交通関係事件は一貫して減少しており；令和元年は
2万4，426人（前年比約15％減） となった。これは, .10年前と比：
くるど約60%減少したことになる｡またj :同様に~般事件も減少してお
り,令和元年は3万1. ,･ 982人(前年比約11%減） となった。 :一方，

1

I

、

2



戸

剥

凶悪犯（殺人,放火，強盗及び強制性交等）は，平成24年から平成29

年までは減少傾向にあったが,平成30年に一旦増加に転じた後,令和元
年Iま“6入､(同約12％減) となった。 j ：
個別の事件を見ると，社会的関心を集める重大事件や,資質や家庭等の
環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない｡複雑多様な事件につ

いて,適正な事件処理が求められているといえる。
ヘ ． ．

第2家事事件関係

1 家事法の下における家事事件の処理に関し運用上検酎すべき事項
(1) :家事法施行の意麓

平成25年'月に施行された家事澪は,家族をめぐる社会状況尋国民
の法意識の変化を背景に,当事者間の利害の対立が先鋭化し,解決困難
・な紛争が増加しているという家事事件を取り巻く現状にふさわしい法的
紛争解決手続を実現しようとするものであり,塚事事件め手緯を現代社
会の要請に合致したものとするため,当事者等の手続保障に賛する規定
を拡充するなどし,まだ,手続をより利用しやすくするための制度を新

I ・ ・

設するなどしているb

家事法の下における家事事件の処理に当たっては,法め規定を遵守す
ることは当然のことであるが，裁判官を始めとする各職員が,家事法が

制定された背景をしっかりと理解した上,1家事法の趣旨に則った運用の
実現に努めるこ･とが求められている。

②家事法の下における家事溺停の運営

：家事法の施行は,家裁の紛争解決機能の強化を実現するための重要な
契機と位置付けられるところであり,各家裁においては,家裁の主要な

： ． ． 、

事件である家事調停の運営改善に取り組んでいる。

』家事調停の運営改善の取組においては,裁判官はもとより§家事調停
委員,書記官, ､家裁調査官等の関係職種が,問題意識を共有してそれぞ
れの役割を適切に果た:していく必要があり，定量的，定性的両面からの

効果検証の視点を持ちながら， この取組を庁として継続して1，くことが

肝要と考えられる。このような観点から,協議会等においては,家事調
停における裁判官の効果的な関与の実現方法,裁判官と関係職種の果た
すべき役割を踏まえた書記官及び家裁調査官との合理的な役割分担や連
携の在り方,取組の効果検証の在り方,効果検証の結果を踏まえて取組
を修正し, これを継続定着させていくための課題といった点について

議論が重ねられてきており,家裁においては，関係職種間の連携をべ－

1スとした紛争解決機能の強化に取り組んでいくことが必要との意識が浸
2
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透しつつある｡

今後は，今まで積み重ねてきた総論的な議論を，個別具体的な事件の
中で:どのように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくこ

とも重要であり,離婚調停事件や子の監護に関する事件など,裁判官の
リーダーシシプと関係職種との連携が強く求められる複雑困難な事件類

． ：．

型を意識しながら,更に取組を進めていく：ことが求められている． ‐

：また,新型ｺﾛﾅｳｲﾙﾇ感染症の拡大防止の観点からはう小規模の
室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情聴取及び調整を行う従

前の調停の在り方をそのまま維持することは難しく2調停手続の利点を
生かしつつ利用者のニーズや生活様式の変化に対応まる新たな'手続の在

り方を検討・模索していく必要がある6

側家事法の運用上の緒問題”

申立書の写しの送付,子の意思の把握･考慮,電話･ﾃﾚピ会議,調
停に代わる審判(別表第二に掲げる事項iとつき新設)等;家事事件の手
続iと関し規定が新設されたものについて廷,それぞれ新設された趣旨等
を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられているところ

である。

なお,家事事件に限らず,秘匿情報の適切な管理が課題とされており，
各家裁においては, これを実現するための職種間連携の在り方を含めた
検討や実践が進められている6

三後見関係事件及び財産管塞人選任事件の運用見直し
（1）後見関係事件の運用見直しの現状 、

：後見関係事件は,平成12年4月に現在の成年後見制度が始まって以

‘来増加の一途をたどっておりj令和元年12月末日現在の管理継続中の

本人数は,約2S'万S,000入に上っている（平成SO年12月末日
時点は約22万7, 000人) 。また,政府が作成したオレンジプラン

によれば,我が国における認知症有病者数は令和7年には約700万人
に上ると推計されており,:成年後見制度の利用者数は,今後更に増加す
ることが見込まれるdこのような状況から,国民の成年後見制度に対す
る:関心も高い状況にあり,近年,家裁においでは,従前の制度運用がノ
ーマライゼーション, 自己決定権の尊重,身上保護の重視といった成年

後見制度の趣旨に沿ったものとなっているかという視点で検討を重ねて

きた6 .

とりわけ』後見等監督の在り方については，後見人の裁量を尊重する
という制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点について,現状

を客観的に検証した上で，実証的な視点を持って見直しが進められ，そ
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で

の結果,後見人が家裁に報告する事項を必要かつ十分な範囲に絞り込み，
家裁が審査すべき事項を明確にするどいった新たな監督手法が取り入れ
られたが，引き続き，新たな監督手法の定着に向けた取組を進あていく

必要がある｡今後は,成年後見制度の趣旨から在るべき後見監督の姿を。
検討するという取組の理念を庁として継承していくことが課題である｡：
②外部機関との連携I=向けた取組

平成28年5月， ｢成年後見制度の利用の促進に関する法律」似下
「促進法」という｡〉が施行きれた｡同法に基づいて設置された｢成年
後見制度利用促進委員会｣においで,政府が雑する｢成年後見制度利
用促進基本計勵（以下｢基本計画｣という｡》について盛り込むべき
事項について議論が重ねられた6その結果平成調年,月,市町村が
主体となって,権利総支援の地域連携ﾈ外ﾜｰｸめ構築とその中核
:となる機関を設置する二とが望ましい旨が記載された成年後見制度利用
促進委員会の意見書が提出され,政繩,同意見書を踏まえ;平成291
年s月に基本計画を閣議決定し,平成29年度から,基本計画に沿って
制度の利用促進に関する取組が進められている。
基本計画の推進についてばｼ促進法に基づぎ成年後見制度利用促進
専門家会議(以下｢専門家会議｣ という｡ )が設置され,厚生労働省が
事務局を担うかたちで平成S.O年7月から会議が開催されている。

。 。 ． l ・

制度の運用を担う裁判所としても；政府における取組を踏まえ，国民

にどって利用し職い制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある。
そのためには,後見等監督における運用の見直しに限らず；本人の生活
状況等を踏まえた適切な後見人の選任や,後見開始後の本人及び後見人
に対する継続的な支援といった点について毛,樹度の理念に治った運用
の見直しを検討していくことが求められる6また，裁判所内部における
取組のみならず,地域社会全体で後見人を支援することのできる蘂境整
備, とりわけ;利用者の身近なところで福祉行政を担っている市町村等
やこれを支援する都道府県の関与が不可欠であり， また,市町村等が中
核的役割を担うためにも,身上監謹や財産管理において専門的な知見を
有する専門職団体が行政の取組に積極的に関与し,連携していくことが
重要と考えられる｡

､ ・

二の問題は関係機関等どの間の協議.運営を必要とする重要課題とし
て司法行政的な対応を要し,事務局が事件部と一体となって庁全体で取
組を進めていく必要があることから，平成29年度,1平成30年度に引
き続き，令和元年度も7月に最高裁において後見関係事件事務打合せを
開催した6同事務打合せにおいては，①中核機関の設置に向けた自治体
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の取組とそれに対する家裁の連携の在り方，②基本計画を踏まえた裁判

所の運用の改善に向けた取組,③後見人等による意思決定支援の在り方

についての指針の策定,④裁判所”組等を迅速かつ円滑に行うための
態勢などについて意見交換等を行った。前記②に関し》家庭局と日弁連

等の専門職団体との間で，基本計画を踏まえた後見人等の選任と報酬付・

与の在り方について継続的に協議を重ねている。基本計画を踏まえた後

見人等の選任の在り方については家庭局と専門職団体との間で認識の共
有に至り,報酬付与の在り方については専門職団体からの意見を踏まえ,

各家裁において今後の運用について具体的な検討を行うことについての
理解を得て,各家裁での検討を行う際の参考どなる資料を添付した家庭
局第三課長書簡を平成3'年,月に発出雄｡まだ,家庭局と専門職団
体との間で,親族後見人に対する支援という観点から後見監督人に期待
される役割についても;今後の検討の基本となる考え方がおおむね共有
されたので,その内容について記載した家庭局第二課長書簡を令和元年
8月に発出した｡現在,各家裁において，親族後見人支援を中核に据え
た後見人選任の運用の検討を進めるとともに，後見火等が行った事務の

内容等に応じて報酬を付与するという考え方に基づき，大規模庁におけ

る検識況を参考としながら"新たな報酬算定基準の検討が進められて
いるb ;

冷和元年度は,基本計画の対象期間である5年間の中間年度であり,′
各施策の進捗状況を踏まえ,個別の課題嘘理噸討を行う中間検証が
行われた｡令和元年S月に麗催された専門家会議(第3回)においては,
基本計画に盛り込まれている施策の進捗状況についての報告がされたほ
か,2021年度末までに達成すべき数値目標(KPI)が設定された．

また,専門家会議において『中間検証ﾜ員ｷﾝグﾝﾙｰプ｣が設置され, ：
令和元年10月か､ら同年1:乞月にかけて; 4回にわたり,施策ごとに中
間検証に向けた意見交換が行われた後,令和2年s月,専門家会議にお
いて,中間検証報告書が取りまどめられ,成年後見制度利用促進会議に
報告された。このような状況も踏まえ，成年後見制度の利用促進に向け

た地方自治体等における実践的な検討や取組が進められることが予想さ

れる中j ,.家裁も地方自治体や専門職団体等の外部機関と+分に連携し，
促進法及び基本計画において家裁に求められて’iる役割を果たしていく
ことが求められる.‘ ．，

成年後見制度で利用する診断書については,財産管理能力の確認に偏

り過ぎているという指摘を踏まえ，判断能力についての医師の意見欄の
表現を見直すなどの改定を行うとともに,福祉関係者が有している本人
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の生活状況等の情報を医師に伝え,より的確に診断を行ってもらうため，

平成3’年4月から，新たに｢本人情報ｼｰﾄ」を導入した6
側不正防止に関する取組

， 平成さ’年'月から令和元年12月までに家庭局に報告された後見人
等による不正事案は201件,被害総額は約’'億2,000万円で，
前年と比べて減少したものの(平成30年'月から12月までに報告さ
れた不正事案は250件,被害総額は約n億3,000万円);なお社

： 会的に許容される水準壁はし』いがたい状況にある｡
不正対応については平成23年以来，各家裁において，不正対応時

の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組が進められており;:一定の成果

を上げつつあるように思われるが,今後も引き続き不正対応の重要性等
について注意を喚起し,更なる不正被害を防止するために必要かつ合理
的な措置を迅速に講ずることの重要性を帝分に認識麦運用を徹底する
ことが必要である6

また，後見制度支援信託については，平成24年2月から令和元年1

2月末:日までの間に， 2万6,1.91件が契約締結に至っており,支部・
出張所における利用件数も徐々に伸びてきている。

さ:らに,基本計画の閣議決定を受けて,一部の地域金融機関において；
後見制度支援預貯金の取扱いが開始された6同預貯金を取り扱う金融銭
関は徐々に増えておりｼ平成30年1(月から令和元年12月末日までの

間に1, S67件が契約締結に至っている。今後はｩ同預貯金を取り扱
う金融機関が更に増加することが予想される。
後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金のような不正防止効果のあ
る金融商品については,更なる禾I用拡大に向けた各家裁の取組が期待さ

れる｡ ‐ ， 、
側財産管理事件の処理について

財産管理事件の新受件数に関ずる過去10年の動向を見ると，不在者

財産管理事件については》 8,:OO･O件前後で推移しているのに対し‘
相続財産管理事件は,･年々増加を続け,令和元年には2万1， 751件

由 ◆ ｡ o 申

と"0, 10， 10年間で約1. 5倍となった。 ’

:財産管理事件において,定期的に財産状況を確認することの必要性や;？
特に相続財産管理事件において,管理終了に向けて計画的に清算手続を

進める”,攪理人に対する助言や働き掛けを行う＝との重要性につい
ては，従来から強調されてきたどころである6…また,財産管理上の問題

を把握した後は, "後見関係事件と､同様に，財産の流出を阻止する措置を
迅速に講じることが求められている．

6．

、
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平成30年11月から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法(平成SO年法律第49号).が一部の規定を除き施行されている6

同法には,所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認め

るときは,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁に対じ；財

産管理人の選任を請求できるとする民法の特例が定められている｡今後，
国の行政機関の長等からの財産管理人選任事件の申立てが増加すること

が予想されるところであり,事案の性質に応じて，適切な運用を行うこ
とが求められている。 ： ．

s人事鯨訟察件の遮正かつ迅速な審理
‘ 家裁に人事訴訟が移管されて’6年が経過した。その間未済事件は，
平成加年以降,年々増加し,平成23年'2月末時点で'方砕を超える
状態となっていたがj,平成24年以降, 9,"OO件前後で推移している。

。また，既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり,令和元年の平

均審理潮間ほ1．3． 2月であった6未済事件の平均審理期間も，平成24
年は若干短縮したものの，平成25年以降は長期化傾向に戻っていること

からすると，平均審理期間の長期化の原因を長期未済事件の優先的な処理
に求めることは難しいと考えられる。

なお,令和元年の既済事件の平均審理期間は,職で処理していた当時
(平成,5年）よりも審理期間は約S.9月長くなって恥る。また；財産

． 1

分与の申立てがある離婚の訴えでは,争点整理期間を中心に年播理期間
が長期化しており (平成20年は13, O月，令和元年は17. O月) ,､

財産分与に関する合理的かつ効率的な審理の在り方等について検討するこ
とが必要であると指摘されている。さらに，財産分与の申立てがないもの

についても,審理期間が年々長期化していること(平成20年は9.･4月，
令和元年は’1&｡4月）を直視した上で,…その原因分析及び対応策の検討

が重要であると考えられる。

4国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の
運用 ：

国際結婚が破綻した場合等において,子が国境を越えて不法に連れ去ら
れた際に，迅速に常居所地国に子を返還すること等を定めた｢国際的な子
の奪取の民事上の側面に鮒る条約｣が:,:平成26年4月,旧本について
効力を生じ,その国内実施法(平成2S年法律第4S号)及び実施規則(平

成25年最高裁判所規則第5号)も施行された｡…
子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する東京家裁及び大阪家裁並び

に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては，適切な運用の確

立に向けた取組がされており，これまでのところ，円滑な事件処理がされ

7
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ているところである。東京・大阪以外の家裁に係属する親権者の指定若し

くは変更又は子の監護に関する処分にづ味での審判事件及びこれらの抗告
事件においても,一定の場合には,上記実施法及び実施規則の適用がある
《ところであり，この点については留意が必要である。
5最近の立法の動向について

(近時成立した法律について）

制)児童虐待対応'二関する児童福祉法等の改正

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律
が，平成SO年4月に施行された｡ ､

この改正により,①児福法28条の審判事件において家裁が都道府県

に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面が拡大し,②保護者
の意思に反して2か月を超えで，引き続き一時保護を行おうとするときご
とに家裁の承認審判を必要とずる制度が倉職された｡， ･

また ‘重の改正法の附則第4条において,政府は,施行後3年を目処
として，改正後の法律の施行状況等を勘案し,改正後のそれぞれの法律
の規定について検討を加え;その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとされたことなどを受け,厚生労働省や法務省との協議が行われてい
るところである。 “

②国隙裁判管轄に関する規律等の整備

人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄に関する改正法が，平成3
1年4月に施行された｡

この法律の主な内容は，①人事訴訟法の一部を改正し,人事に関する
訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めると'ともに，
②家事事件手続法の一部を改正して,家事事件について,その申立てに
係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定め,③民
事執行法の一部を改正して,外国裁判所の家事事件における裁判につい
ての執行判決を求める訴えについて,i原則として家裁が管轄することを
定めるというものである。

側成年年鰯の引下げ

民法の成年年齢を’8歳に引き下げる民法の一部改正法が，平成SO
年6月に成立し:,公布さ雌｡この法律は,一部の規定を除き,令和4
年4月1日から施行される｡

家事事件において,成年年齢引下げ後に影響が及ぶものとしては,親
権喪失事件,親権停止事件,管理権喪失事件,親権･管理権辞任許可事
件,未成年者を養子とする場合の養子縁組許可事件j離縁後の朱成年後

見人選任事件,離縁後の親権者の指定事件,未成年後見人選任事件,親
8
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権者の指定・変更事件などがある。

側相銃法制の見直し
相続に関する規律を見直す改正法が,平成SO年7月に成立し,公布
された｡この法律はう配偶者居住権を除く主な規定につき令和元年7月
に，配偶者居住権については令和2年4月1日にそれぞれ施行された6 :

この法律の主な内容は,①配偶者の居住権を保護するための方策》②

遺産分割に関する見直し等（配偶者保護のための持戻婆免除の意思表示
の推定規定や仮払い制度等の創設・要件明確化等） ，③遺言制度に関す

る見直し(自筆証書遺言の方式緩和や自筆証書遺言に係る遺言書の保管
制度の創設等） ，④遺留分制度に関する見直し,⑤相続の効力等(権利
及び義務の承継等)に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮ず

・ ；

､るための方策である｡
法改正を受けて，家事事件手続規則の岸部が改正された。 ：

⑤執行法嗣の見底し1
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施

に関する法律がj令和元年5月に成立し,公布された｡この法律は,ｰ
部の規定を除きう令和Z年4月1日に施行された｡， “

”この法律のうち国際的な子の返還の強制執行に関するものの主な内容
は,①間接強制の前置に関する規律の見直し,②債務者の審尋に関する

｡ 。 。 ｡ ． ﾛ 0 ． 、

規律の見直し，③子と債務者の同時存在に関する規律の見直し，④債務
● ◆ a ●D o g 、

者の占有する場所以外の場所における執行官の権限等に関する規律の見

直し,⑤子の身上の配慮に関する規律の新設である｡民事執行法につい

ては国際的な子の返還の強制執行と同内容の規定が設けられた｡なお,

この法律により，債務者の財産状況に関する情報取得手続力噺設され,

養育費の権利者も,金融機関等から預貯金債権情報を,市町村等から給
与債権情報を,それぞれ取得できるごとになり,強制執行を行いやすく
なった｡

法改正を受けて,民事執行規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面

に関ずる条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等
に関する規則等の当部が改正された。

： ・

戸籍法の一部を改正する法律が,二部の規定を除き，令和元年6月に
施行された。

この法律の主な内容は,マイﾅﾝバｰ注による情報連携により，－号定
の行政手続における戸籍証明書の添付省略を可能とするとともに，戸籍

の記載事項の正確性を担保するための規定を整備することなどである。

9
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家裁実務に影響のある事項としては’戸籍訂正の要件の明確化が行わ

れた｡

(刀中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の改正

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の

一部を改正する法律が,一部の規定を除き,令和元年'ケ月に施行された｡
家裁実務に影響がある事項としてば,中小企業における経営の承継の
円滑化に関する法律に規定する遣留分に関する民法の特例の対象が,個
人事業者の経営承継に拡大された6 ：

法改正を受けて,家事事件手続規則の一部が改正された。
⑧成年被後見人等の権利制限〈欠狢事由)の見直し

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律が,令和元年6月に成立し,公布された｡この
法律は;.条文によって施行日が異な;り,令和元年6月14日,同年9月

ユ4日,同年12月1日,同月14日に分かれて施行された。

この法律は；成年後見制度の手1用め促進に関する法律に基づく措齪
して，成年被後見人及び被保佐人を資格,職種,営業許可等から一律に
排除する規定について， これを削除したり“心身の故障等の状況を個別
的実質的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)

を整備したりすることなどを内容としている｡. :
また，会社法並びに一般社団法人及び＝般財団法人に関する法律にお

ける取締役等の欠格条項が削除されるなどの規定が設けられた会社法の
一部を改正する法律及び会社法の宇部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律が,令和元隼'2月に成立し,公布された。
ごれらの法律は，＝部の規定を除いて，公布の日から起算して1年6月

を超えない範囲内において政令で定める日から施行きれる。
側特別養子縁組制度の改正

特別養子縁組制度の改正を内容とする民法等の二部を改正する法律が，

令祇年明に成立し,公布された｡この法律は,:一部の規定を除き,
令和2年4月1日に施行された｡ ．

． ． 〔 ・

この法律の主な内容は,①養子となる者の年齢要件等の見直し及び②

2段階の手続の導入等,特別養子縁組の成立の手続に係る規律の見直し
である。

法改正を受けて,家事事件手続規則の一部が改正された。
(法案の提出が検酎されているものについて)

側登記制度‘土地所有権の在り方の見直し

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が，平成30年

10
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11月に施行され，土地収用法の特例などとどもに，所有者不明土地を

適切に管理するため特に必要があると認めるときは,国ゐ行政機関の長
又は地方公共団体の長が，家裁に対じ,不在者財産管理人又は相続財産

管理人の選任を請求できるとする民法の特例が定められた6:

また,政府は,所有者不明土地闇題の解決に向けた取組を加速してお
り，平成29.年10月から,登記制度･土地所有権の在り方に関する研
究会が開始され,平成s1年2月に研究会の報告書が取りまどめられた。
これを受けて,同月の法制審議会第’83回会議において,相続等によ
る所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及びこれを円滑かつ適

正に利用するための仕組みを整備ずるために必要な方策につしiで諮問が
行われ,同年3月から法制審議会の民法･不動産登記法部会において審
、議が行われている。

令和元年’2月に民法，不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改
正に関する中間試案が取りまとめられ,令和2年1月から3月にかけて
． l

パブリック・コメントの手続が行われた｡中間試案では，民法等の見直

‘じとして,財産管理制度,共有制度,遣産分割制度の見直しなどが検討

されている｡民法｡不動産登記法等の改正に関する法案につ唾てIま,令
和2年中の国会に提出される予定となっている

･w -Q"o.j . ､ ､

61)民法の嫡出推定制度に関する規定及び選戒権に関する規定等の晃瞳
. . ･ ･ j . . ･ .. .

し

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環として》平成30年1

O.月から,嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会

が開催され,嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大拙訴期間の見直Lなど，
嫡出推定制度に関する論点のほか，生殖補助医療によって生まれた子に：

関する親子関係の整備等について議論がされ,令和元年ケ月に研究会報
告書が取り詮められた。
また,同年6月に公布された児童虐待防止対策の劉上を図るための児
童福祉法等の=部を改正する法律においてゥ政府は施行後2年を目途に

懲戒権について定めた民法第8加条の規定の在り方について検討を加
・塗も． ・ ・ ・

え，必要があると認めるときは,：その結果に基づいて必要な措置を講じ

るものとされたことを受け,:同月から監護権の規定の在り方に関する研
・ ｡ . ｡ ｡ U 、 ●

究会で議論がされ,同年7月に研究会報告書が取りまとめられた｡

同年6月に開催された法制審議会第184'回会議において，民法の嫡

出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直しについて諮
問され』同年7月から法制審議会民法(親子法制)部会において,調査。
審議が行われている｡

11

、

F



棚親権に関する規定等の見直し

平成23年民法改正においては,･親権制度の見直しに併せて,民法γ

“条に養育費や面会交流等が例示されたが,父母の離婚後等における

養育費及び面会交流の確保については，政治的にも関心が高い状況が続

いており,同改正の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含
めた検討が求められている。

令和元年11月より,家族法研究会において，離婚後の親権行使の在
り方を含む家族法の課題についての議論が始められた｡

第3'g･少年事件関係

1 少年審判の機能の更なる強化

再非行少年の割合は,依然として高い水準にあり)少年刑事司法全体

：の再非行防止機能について‘これまで以上に厳しい目が向けられており,

家裁としては，少年審判が果たすべき役割を再認識し,その機能を充実も
強化する必要がある。

かかる観点からすると，決定機関である家裁としては,家裁調査官に
おいて；非行のメカニズムを分析して少年の再非行危険性を的確に評

価し#これに基づく論理的で客観性の高い処遇意見を形成して,これを
踏まえて裁判官がより適切な処遇選択を行うようにしていく必要があ

る｡そのためj家裁調査官が行う社会調査について,裁判官ども共通語，
識を持ちつつ,行動科学の最新の知見に基づく統一的な分析枠組みを
踏まえた客観的かつ実証的なものとすべきであり，その実現に向けた
取組が進められている。

また，家裁には,適切な決定をすること･のみならず;決定に至るプロ

セスにおいて教育的機能を発揮するごとも求められている。これを踏
まえ”各庁においては；家裁調査官が個別面接の中老行う保護的措置
（教育的措置)を含めて，少年が抱える特性や問題点に応もた保護的措
置.(教育的措置)のプログラムが偏りなく設けられているかについて検

証陸必要に応じて見直しを行うなどの取組力推められている。
2手続全体における事務処理の在り方の検鉦.見直しの必要性
少年審判の機能を十分に発揮するためには,調査段階のみならず，家裁

送致から繕局決定まで，更には,決定後を含謹手続全体において事務処理
が適時適切に行われる必要があり，かかる観点から,手続全体における事

務処理の在り方について不断の検証,見直しが求められている。
とりわけ,再非行防止の観点からは,少年の非行性が深刻な段階に至っ
ていない在宅事件についても，少年審判の機能を十分に発揮することが必

12
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要と考えられる。

3，被害者の審判傍聴制度等の運用

被害者等の審判傍聴制度はj平成20.年1;.2月から施行されたが， これ

まで,運用において大きな問題は生じていないbこれはj各職員が慎重に

運用に当たってきた結果であるといえる｡特に傍稔対象事件については；
浄後も引き続き被害者等の心情に配慮しつつも審判の本質的機能である

教育的機能を十分に発揮するという.法の趣旨に則った運用をするため,不

断の改善に取り組んでいく必要がある。

傍聴対象事件については万全の態勢を整えて対応する必要があるが，既

に各庁に配布されている平成22年度司法研究｢少年審判の傍聴制度の運
用に関する研荊ではj課題として,対応の質を落とさずに態勢の合理化
を図っていく必要があること‘傍聴を実施する審判を適切に運営するため

には合議体によるべき場合が多し､と考えられるが,一部の庁を除き,合議
､体による審理が低調であるため,､事案に応じ秘要な場合には積極的に合
議体による審理(その前提としての回付を含む. ）を行うようにする必要
があることy特に身柄事件は原則どしで受理後4週間以内で最終審辛I証
なければならず,事件受理後に合議や回付の検討を始めるのでは遅きに失

することがあるため,あらかじめ;どのような場合に裁定合議決定をする
か，また, :支部から本庁に回付するかなどについて庁内で検討して申合せ

． ． ． ． ． ： ・ ・

等で決めておく必要がある旨が指摘されている｡この指摘は現在において
も妥当ずるものでありj庁として態勢整備に向けた雛を繩ていくこと
が求められている。

令和元年における傍聴制度及び説明制度の実施状況は,傍聴につざ↓許
可20件'(37人凡説明につき， 申出294件(実施280件)である
たj

4蕊量による團選付添人制度篠の適切な運用

裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等
を主な内容とする少年法の一部を改正する法律が,平成室6年6月から施
行された。

． ： ． ．・

改正少年法の下における裁量による国選付添人制度の運用については,
国選付添人の必要性判断を;立法の経緯や制度の趣旨を十分に踏まえて適

切に行うとともに,選任過誤や選任遅滞を防止するため,普段から各庁の

実情を踏まえて事務処理態勢を見直じたり，職種間の連携を強化したりす
ることが極めて重要と考えられる。

5最近の立法作業の勵向について

少年法適用対象年齢の引下げに関する儀購 ．
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少年法適用対象年齢を含む若年者に対する刑事法制の在り方全般につい
て検討するため"手成27年11月から平成2B年7月にかけて,怯務省
の惜年者に対する刑事法制の在り.方に関する勉強会」においてヒアリン

グが行われ,同年’2月ｩ勉強会の内容を取りまとめた報告書が公表され
た6同報告書にほ,年齢引下げについて示された意見の概要とともに，引
き下げられた場合の若年者に対する刑事政策的措置が記載されている｡ｵと
の検討結果も踏まえ，平成29年2月に開催された法制審議会総会におい

て’少年法における｢少年」の年齢を18歳未満とすること並びに非行少

年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手

続法の整備の在り方並びに関連事項について諮問がされるどともに,少年
桜.刑事法(少年年齢.犯罪者処遇関係)部会の設置が決定され,同年3

0 ｡ 。 ． $少

月から，同部会において，諮問事項に関する審議が行われている6
諮問事項につ↓､ては,各論点の意見交換がされた後,審議の進め方につ

． ． ： ， ． ． 、

き，少年法適用対象年齢の引下げを議論する前提どして,犯罪者に対する

処遇の議論を進めるとど産された｡ ‘《

その中で，家裁に関係教る議論としてはi≦罪を犯した18歳及び19歳

や者に対し,家裁における現在の少年審判手続ど類似の手続を行うものと
する制度の導入がある6

:従前の議論”,比較的軽微な罪を犯して起訴猶予となった者を家裁に
送致して, この制度の対象とすることが検討されてきたが，第21回（令

和元年’2月9印の会議虫隆その対象者の範囲を拡大する案について
も議論が進められている｡具体的には,､弓定の事件については検察官が家
裁の判断を経ないで公訴を提起することができるものとし，それ以外の事

件では全て家裁に送致しなければならないと･する案と,全ての事件を家裁
に送致しなければならないとする案であり， これらの案につき今後更に議
論される予定である｡1

少年法適用対象年齢の引下げについてはj少年事件の処理や家裁調査官

制度はもちろん,裁判所全体に与える影響が極めて大きい問題であるため，
今後の動向を注視していく必要があるb

なお,平成28年6月から施行された公職選挙法等の一部を改正する法
律の附則には,選挙犯罪等についての少年法の特例として;家裁は,当分
の間, ’8歳以上20歳未満の者による選挙犯罪等のうち連座制に係る
事件について,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと
認める場合には,少年法”条頓の決定(検察官送致決定)をしなけ
ればならない旨が定められるなどしている。これらの規律に関する運用の

在り方減個別の事案に応じて判断されるべき事項であるが；その立法趣
14
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旨を十分に踏まえることが求められる6

また,前記の公職選挙法の一部改正により，満’8歳以上め者が投票で
きることとなったため，家裁に係属中の少年についても,対象となる少年

の選挙権の行使に支障が生じないように取り扱われる必要がある｡補導委
託中の少年に関しては，家裁と‘しても，補導委託先に対し,必要な情報提
供や注意喚起を行っておく必要があるものと考えられ, これに関して;平
成2S年6月”日付け家庭局第一課長事務連絡｢補導委託中の少年の選
挙権の行使に対する配慮について｣を発出して恥るb

第4家裁鰯査官関係

1家裁鯛壷官の役劃・機能。

(1)検酎の必要性 ］
家裁調査官は,これまで,時々の事件状況や家裁の態勢に応じて,:様々
を事務を担ってきた5しかし,:近年,社会情勢の変化や相次ぐ法改正を
受けて;家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中で，
家裁の機能をより充実させるためにj家裁調査官が担うべき役割，機能

を改めて検討することが求められている。家裁調査官の合理的かつ効果
：的な活用については,その役割.機能を明らかに雌上で;各庁の事件
動向事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある。
働薮裁鯛査官の役割･機能
家裁調査官Iご関しては,家裁に設置された趣旨とその職務の法的根拠
から,その職務の根幹ほ,行動科学の知見及び技法等を基盤として,事
実の調査と調整を行うことにあるといえる。具体的には,家裁調査官に
は,､法的視点からだけでは適切な判断や解決方針を示せない場合に，行
動科学め専門的知見をいかして，必要な事実を収集し’収集した事実を

的確に分析･評価して客観的で科学的な裏付けを伴った将来予測を含む
意見を提出ずるとともに（『行動科学の知見等に基づく事実の調査｣）う
そのような分析.評価の結果に基づいて当事者,少年等に対ずる働き掛
けや関係機関どの間での調整を行う([行動科学の知見等に基づく調整｣）

といったことが要請されている｡これを踏まえて，家裁調査官の中核的

な役割6機能ば｢行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整」である
と整理されている。

2今後の騨題: ：

家裁の機能をより充実していく．ためには，裁判官をリ豈グーとするチー

ムとして関係職種がそれぞれの役割d機能を発揮しつつ，協働していくこ

とが重要である｡そのためには,家裁調査官が行動科学の知見を活用して
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家庭事件の処理にいかに貢献できるかという観点から,その職務の具体的
な内容について,まずは家裁調査官の中でよく考え,それを基に,裁半ﾘ官
等の関係職種と踏み込んだ議論や検討を継続的に行うことを通じ,家裁調
査官の役割･機能についての共這認識を形成するとともに,役割‘機能を
発揮することが求められる分野(事件)において質の高い事務を確実に行
う態勢を整えることが肝要と考えられる ‘． 0

第s家裁の裁判官の役割

家裁の裁判官には,個々の事件を適切に処理するこどはもとより,書記
官のほか,家裁特有の家裁調査官，調停委員参与員勤多様な職種に対
するリーダーシジプを発揮してこれらを統括し,組織としての家裁の運営
にも積極的に関与する役割が求められる｡すなわち,裁判官は,まず何よ
りも;個々の事件の処理において主体的に各職種をﾘｰドする姿勢で取り
組むことが必要であり,そのためには,事件の内容や特色を早期に的確に
把握して審理方針と見通しを立てるという他の裁判所の裁判官と変わらな
い役割が求められる三とはいうまでもない｡嘗記官に対しては,進行管理
‘上の留意点や法的調査の在り方等について適切な指示を与えるとともに;
家裁調査官に対しても，的確に調査の要点を伝え,調査の進行中も常にそ
の動向に配意し,中間的な口頭報告を求めるばかりでなく主体的にケース
カンファレンスを求めていくことなどが必要ど考えられる6 ．

さらにゞ家事調停事件においてば裁判官が実質的かつ効果的I=函与す． ：．

ることが必要であり,例えば,調偉委員の指定や調停期日の指定について
も意を用いるほか;解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き
掛けを行うために,評議を積極的に行ったり,必要に応じて調停期日への
立会いを打ったりするなど調停委員任せにすることなく，手続の主宰者
として調停運営を中心どなって進めていくことが重要である｡ ，
また,裁判官には,個々の事件処理の面にとどまらず,司法行政的な側
面でも,"庁としての事件処理態勢の整備改善や関係機関との連携の強化Iと
主体的に取り組み, さらに；入間関係の面でも，信頼関係を築き連携を円
滑に行えるよう組織の~体化を図っていくことも求められる｡例えば,新
規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築,事件処理要領の改定，事件の
類型に応じた細則策定の要杏の検討手続選別(ｲﾝﾃｰｸ)基準の見直

》 ． 。 ． ・ ・ ，

し,長期未済事件の処理方針の策定,少年や保護者に対する保護的措置の
在り方など,各種事件処理の在り方に対する各職種の共通認識を深めるた
め,他の職種を交えた検討を主導することなどが求められる｡また,対外
的にも，福祉機関,捜査機関執行機関など噸係機関との協議会の運営
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などにも中心となって積極的に関与することが望まれる。

以上
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